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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　 当社は株主、投資家、顧客、従業員など全てのステークホルダーから尊敬され愛される企業を目指しており、そのような企業活動を基本方針の

ひとつとしております。そして、その実現の為にステークホルダーからの信頼獲得および健全な企業経営を重要課題と位置づけ、次の基本的な考
え方に沿って、コーポレートガバナンスの実現に取り組んでまいります。

(i) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。

(ii) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。

(iii) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。

(iv) 独立社外取締役を中心とした取締役会が、独立した客観的立場から、経営陣の業務執行に対して実効性の高い監督を行います。

(v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

＜補充原則１－２－４　議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳＞

　招集通知の英訳については、現状での外国人株主の議決権行使状況に特に問題はないと認識しているため、実施しておりません。今後につき
ましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率などの動向をみて、必要だと判断した場合は採用する考えです。

＜補充原則３－１－２　英語での情報開示・提供＞

　当社は英語での情報の開示について、アニュアルレポートを作成しております。今後につきましては海外投資家の比率などの動向をみて、必要
だと判断した場合はその他の情報開示も実施する考えです。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

＜原則１－４ いわゆる政策保有株式＞

　当社は上場株式の政策保有に関する方針およびその議決権行使について、保有は業務提携その他経営上の合理的な理由がある場合には保
有することとしております。政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、その目的および発行会社ならびに当社の企業価値への影響などから
総合的に判断しております。

＜原則１－７ 関連当事者間の取引＞

　当社は関連当事者取引を開始する場合には取引開始前に、関連当事者取引を継続する場合には毎事業年度の決算時に、その必要性や取引
条件の妥当性について検討したうえで、取締役会に上程し承認を得なくてはならないと定めております。当社および子会社を含む全ての役員に対
して関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について監視する体制を確保しておりま
す。

＜原則３－１ 情報開示の充実＞

　当社は会社情報を適切に開示し、透明性を確保することを方針としております。

（１）経営理念

　当社ウェブサイトに掲載しております。

経営理念： http://www.menicon.co.jp/company/philosophy/slogan/

　また、経営理念に基づいた経営戦略、経営計画については、2020年における自社のあるべき姿として「Vision2020」という長期計画を定めてお
り、売上高を1,000億円まで成長させることのほか、ROE（自己資本利益率）の向上、時価総額の向上を目指しております。

（２）当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　当社ウェブサイトおよび本報告書に掲載しております。

http://www.menicon.co.jp/company/ir/governance.html

（３）取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き

　本報告書に掲載しております。

（４）取締役・執行役の指名に関する方針と手続き

１．当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定します。また、
指名委員会は執行役の選任および解任に関する議案を策定し取締役会に付議する権限を有する上、職務執行に必要な基本方針の決定、運用
規則や手続等の制定・改廃をする権限を有しております。

２．取締役・執行役の選任等にあたっては役割に応じた能力、経験等を考慮し、企業の社会的価値の増大およびコーポレート・ガバナンスの向上
の観点から選考するものとします。

３．取締役の選任および解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て株主総会にて選任します。なお、取締役会はその過
半数を独立性・中立性のある社外取締役とします。

４．執行役の選任および解任については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て選任します。

５．代表執行役の選任および解職については指名委員会が適格性を審議し、取締役会審議を経て選定します。

（５）取締役・執行役の指名を行う際の選任・指名についての説明

　社外取締役の選任理由については、「2-1.【取締役関係】会社との関係（２）」をご参照ください。

　社内取締役、執行役の選任につきましては、個々の業務経験や知識を踏まえ、上記（４）に記載の方針に照らして判断しております。



　なお、取締役および執行役の主な経歴については有価証券報告書で開示しております。

＜補充原則４－１－１ 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化＞

　当社は指名委員会等設置会社であり、当社の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令上取締役会による
専決事項とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しております。

＜原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用＞

　当社の取締役の人数は10 名以内としており、半数以上を独立性のある社外取締役で構成しております。現在、取締役10名のうち独立社外取締

役は６名であります。また、指名委員会、報酬委員会および監査委員会の各委員の過半数は独立社外取締役としております。

＜原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

　当社は金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。

＜補充原則４－11－１ 取締役会全体の多様性および規模に関する考え方と手続き＞

　当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を決定しております。また、執行
役の選任に関する議案を策定し取締役会に付議する権限を有する上、職務執行に必要な基本方針の決定、運用規則や手続き等の制定・改廃を
する権限を有しております。

　取締役・執行役の選任等にあたっては、役割に応じた能力、経験等を考慮し、企業の社会的価値の増大およびコーポレート・ガバナンスの向上
の観点から選考するものとしております。

＜補充原則４－11－２ 取締役および監査役の兼任＞

　当社は社外取締役がその役割・責任を適切に果たすために必要となる時間・労力を業務に振り向けるよう、社外取締役が他の上場会社の役員
を兼任する場合、その数は合理的な範囲にととどめることとしております。なお、取締役の主な兼任状況については株主総会招集通知、有価証券
報告書等で開示しております。

＜補充原則４－11－３ 取締役会全体の実効性に関する分析と評価＞

　当社は毎年、各取締役の自己評価を行っております。本年度も取締役会全体の実効性につきまして各取締役に調査を実施し、分析評価を行っ
た結果、課題の改善も進み、取締役会としては、概ね実効的に運営していると評価しております。

　今後の課題としては、社外取締役の多様化等があげられ、更なる取締役会の実効性の確保に向けた取組みをすすめてまいります。

＜補充原則４－14－２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針＞

　当社は取締役および執行役を対象とした役員勉強会を適宜実施しており、今後も継続的に実施していく方針です。

＜原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針＞

　当社は株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する基本方針を以下のように定めております。

１．当社は株主・投資家の皆様に、当社の経営・財務状況を積極的かつ公正、公平、タイムリーに情報開示し、企業価値のさらなる向上に資する

ＩＲ活動を推進するために、経営戦略室長の管轄内にＩＲに関する専任部署として「財務＆ＩＲ部」を設置しています。

２．当社は株主・投資家の皆様からの対話の申込みに対して、目的および内容の重要性、属性等を考慮のうえ対応します。

３．個別以外の対話の取組みとして、決算説明会を半期に１回行うほか、機関・個人投資家向け説明会を積極的に開催します。

４．建設的な対話のためのツールのひとつとして、株主・投資家の皆様向けのウェブサイトを設け、四半期決算情報をはじめ、ＩＲに関する情報を開
示します。

５．株主の皆様との対話におけるインサイダー情報の管理については体制整備と社内教育により、情報管理を徹底します。

６．株主・投資家の皆様からの意見は経営陣幹部および取締役会にフィードバックします。

７．必要に応じて株主構造の把握に努めます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

メニコン社員持株会 1,187,161 6.45

株式会社トヨトミ 991,000 5.38

日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社（信託口） 815,900 4.43

塚本香津子 707,000 3.84

田中英成 616,000 3.34

株式会社マミ 517,000 2.80

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 450,600 2.44

株式会社三菱東京UFJ銀行 400,000 2.17

田中康範 341,000 1.85

田中淳子 329,000 1.78

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3月

業種 精密機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 その他の取締役

取締役の人数 10名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数 6名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

片山　主水 弁護士

岡田　廣司 学者

髙木　一博 公認会計士

雄山　良美 弁護士

安田　豊 公認会計士 △

本多　英司 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名

所属委員会
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会



片山　主水 ○ 　 　 ○ ―――

片山主水氏は、平成22年当社が委員会設置会
社(現在、指名委員会等設置会社)移行後、社
外取締役として、指名委員会委員長、報酬委
員等を歴任しております。弁護士として培われ
た幅広い経験と法務全般への高い見識を有し
ており、当社に対して公正で客観的な経営の監
督をいただくため、社外取締役として選任いた
しました。

同氏は、東京証券取引所が定める「社外取締
役の独立性判断基準」を満たしていることか
ら、社外取締役としての独立性は十分に確保さ
れているものと判断しております。

岡田　廣司 ○ 　 　 ○ ―――

岡田廣司氏は、平成22年当社が委員会設置会
社(現在、指名委員会等設置会社)移行後、社
外取締役として、監査委員に就任しておりま
す。

過去グローバルな製造業の会社経営、大学教
授としての職務に携わり、幅広い経験と高い見
識を有しており、当社の経営の監督をいただく
ため、社外取締役として選任いたしました。同
氏は、東京証券取引所が定める「社外取締役
の独立性判断基準」を満たしていることから、
社外取締役としての独立性は十分に確保され
ているものと判断しております。

髙木　一博 　 ○ ○ ○ ―――

髙木一博氏は、平成22年当社が委員会設置会
社(現在、指名委員会等設置会社)移行後、社
外取締役として、監査委員、報酬委員を歴任し
ております。公認会計士として培われた幅広い
経験と会計および監査への高い見識を有して
おり、当社に対しての公正で客観的な経営の
監督をいただくため、社外取締役として選任い
たしました。同氏は、東京証券取引所が定める
「社外取締役の独立性判断基準」を満たしてい
ることから、社外取締役としての独立性は十分
に確保されているものと判断しております。同
氏は髙木公認会計士事務所の所長を務めてお
りますが、同事務所と当社グループとの取引関
係はございません。

雄山　良美 　 　 ○ ○ ―――

雄山良美氏は、平成28年より社外取締役とし
て、監査委員に就任しております。弁護士とし
て堀西経営法律事務所所長、名古屋市建築紛
争調停委員会委員、名古屋簡易裁判所民事調
停官を兼務し、培われた幅広い経験と法務全
般への高い見識を有しており、当社の経営全
般の監督をいただくため、社外取締役として選
任をいたしました。同氏は、東京証券取引所が
定める「社外取締役の独立性判断基準」を満た
していることから、社外取締役としての独立性
は十分に確保されているものと判断しておりま
す。同氏は、堀西経営法律事務所所長を務め
ておりますが、堀西経営法律事務所と当社グ
ループとの取引関係はございません。なお、同
氏は、弁護士業務を旧姓の堀西で行っておりま
す。

安田　豊 　 ○ ○ ○
　当社の会計監査人である新日本有限責
任監査法人を平成28年6月25日に退職し
ております。

安田豊氏は、平成28年より社外取締役として、
監査委員に就任しております。公認会計士とし
て培われた幅広い見識とともに、企業財務・会
計制度に関する専門的な知見を有しており、当
社の経営全般の監督をいただけると判断し、社
外取締役として選任いたしました。同氏は、東
京証券取引所が定める「社外取締役の独立性
判断基準」を満たしていることから、社外取締
役としての独立性は十分に確保されているもの
と判断しております。同氏は、ダイビル株式会
社社外監査役を務めておりますが、ダイビル株
式会社と当社グループとの取引関係はござい
ません。



本多　英司 　 　 ○ ○ ―――

本多英司氏は、グローバルな製薬企業エーザ
イ株式会社の代表執行役として、日本を除くア
ジア事業の事業責任者を務めました。特に中
国事業においては戦略的な事業開発により飛
躍的な業績を残しております。薬粧、医薬品事
業等に精通し国際経験も豊富であり当社の海
外事業のみならず、会社経営全般を監督いた
だけると判断し社外取締役として選任いたしま
した。同氏は、東京証券取引所が定める「社外
取締役の独立性判断基準」を満たしていること
から、社外取締役としての独立性は十分に確
保されているものと判断しております。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 3 1 1 2 社外取締役

報酬委員会 3 1 1 2 社外取締役

監査委員会 7 3 3 4 社内取締役

【執行役関係】

執行役の人数 13名

兼任状況

氏名 代表権の有無
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無　 指名委員 報酬委員

田中　英成 あり あり × × なし

太田　章徳 なし なし × × なし

渡邉　基成 なし なし × × なし

滝野　喜之 なし なし × × なし

川浦　康嗣 なし なし × × なし

スティーブ・ニューマン なし なし × × なし

三浦　要和 なし なし × × なし

大口　敏幸 なし なし × × なし

伊藤　渉 なし なし × × なし

森山　久 なし なし × × なし

篠田　浩樹 なし なし × × なし

古賀　秀樹 なし なし × × なし

杉山　章寿 なし なし × × なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

　監査委員会の職務を補助すべき使用人の指名および監査委員会の職務の補助に関する業務指示は監査委員会が行います。監査委員会は補
助使用人に対し直接指揮命令を行います。また補助使用人はその職務遂行の結果報告等を監査委員会に直接行うことで、補助使用人の独立性
および指示の実効性の確保を行います。補助使用人の人事考課・異動等の人事に関する事項の決定には、監査委員長の同意を得るようにいた
します。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況



　監査の組織として監査部（人員７名）を設置し、業務の有効性および効率性の観点からリスクアプローチに基づき当社内部門および子会社（国内
外）の監査を行っております。監査部は、会社の会計記録が法令その他の諸規程に準拠して正確に処理され、かつ財産の管理および保全が適切
に行われているか、また、会社の業務が法令、定款および諸規程に準拠し、かつ経営目的達成のため、合理的かつ効果的に運営されているかに
ついて調査および評価し、その結果については代表執行役社長および取締役（監査委員会含む）へ報告しております。

　監査委員会は、取締役および執行役の業務執行に対して、適法性、妥当性の観点より監査を実施しております。監査委員会は、監査方針およ
び監査計画を定め、取締役および執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受けまたは聴取しております。また、業務の処
理や財産の管理等が適正に行われているかについて、主要な事業所を調査し、また、子会社から報告を受け、その結果について監査委員会で報
告しております。以上に加えて、執行役会等社内の重要な会議に出席し、業績検討会議資料や内部監査部門の監査報告書等を閲覧し、また、必
要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示を行うことができます。

　監査委員会は、会計監査人から、その監査計画および監査の結果について報告および説明を受け、これに基づき財務諸表監査の結果につい
て検証を行っております。また、会計監査人の品質管理体制についても報告および説明を受けております。

　さらに、監査機能を高めるため、監査部・監査委員会・会計監査人をメンバーとする「三様監査連絡会」を四半期に一度開催しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社では独立役員の資格を充たす社外取締役全員を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　基本的報酬として担当職務および連結業績成果による年間報酬額を決定しております。なお執行役の報酬は、連結業績成果をより大きく反映す
る内容となっております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、執行役、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

　株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを強く動機づけるインセンティブとして、株式報酬
型ストックオプションを設けております。「その他」の付与対象者は、過去に当社または当社子会社の取締役であった者であります。

【取締役・執行役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

（個別の執行役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

平成29年３月期における当社の取締役および執行役に対する役員報酬は次のとおりであります。

（１）役員区分ごとの報酬額の総額、および対象となる役員の員数

社内取締役（４名）の報酬等の総額　67,240千円

執行役（11名）の報酬等の総額　343,032千円

社外取締役（６名）の報酬等の総額　31,923千円

（注）平成29年３月期末現在の人員は取締役10名（社外取締役６名）、執行役11名で、取締役のうち１名は執行役を兼務しております。

（２）連結報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

代表執行役　田中英成　　報酬等の総額　133,821千円

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容として当社の取締役および執行役の報酬は、報酬決定における合理性、
透明性を維持すると共に、各役員がその職務の執行を強く動機づけられるよう、企業価値向上の成果を報酬に反映したものとしております。



　報酬決定は取締役３名（うち社外取締役２名）で構成する報酬委員会が、経営環境、業績、他社水準等を考慮して適切な水準で決定していま
す。

　報酬の構成は、(a)基本的報酬として担当職務および連結業績成果による年間報酬額を決定しております。なお執行役の報酬は、連結業績成果
をより大きく反映する内容となっております。(b)株主の皆様と利益意識の共有を図ると共に、中長期的視点で業績向上に継続して取り組むことを
強く動機づけるインセンティブとして、株式報酬型ストックオプションを設けております。

　これらの報酬の決定プロセスは、役員報酬に関する細則を制定し運用面における手続や基準を明確にしております。

【社外取締役のサポート体制】

　経営企画・秘書部および監査部が社外取締役との連絡窓口を務める他、３つの委員会の職務を補助するために、それぞれ委員会事務局を置い
ております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、執行役より職務執行状況の報告を受けることで、監督の
実効性確保に努めております。特に、監査委員会を構成する社外取締役については、随時会計監査人、監査部と連絡・協議することで、監査情報
を共有しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役10名（うち社外取締役６名）および執行役13名（兼務取締役１名を含む）により
構成されております。社外取締役は客観的・大局的に、企業価値の向上という観点から執行役が行う経営の監督ならびに助言を行っております。

　業務執行および経営監視の仕組みとしては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が会社の重要な意思決定と執行役の監
督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が担当業務ごとに強化された権限により、迅速で効率的な業務執行を実現しておりま
す。

　各委員会（指名委員会、報酬委員会、監査委員会）の委員は、過半数が社外取締役により構成されております。

　各委員会の役割として、「指名委員会」は次回の定時株主総会に提出する取締役候補の決定、「監査委員会」は取締役および執行役の職務執
行の適法性・妥当性監査と会計監査人選任案の決定、「報酬委員会」は取締役および執行役の報酬制度・報酬金額等の決定を担っております。

　また、業務執行上の重要案件（取締役会決議事項を除く）については、執行役全員で構成する「業績検討会議」および「執行役会」において審
議、決定することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社の機関設計は迅速な経営意思決定の実現および監督管理機能強化の観点から指名委員会等設置会社としており、各種委員会には過半
数の社外取締役を据えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　当社は株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使すること
ができるよう、定時株主総会の招集通知の早期発送に努めるとともに、発送に先立ち当
社ウェブサイトに当該招集通知を開示いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 　平成29年３月期定時株主総会は６月29日に開催いたしました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　議決権電子行使プラットフォームへの参加をしております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社は金融商品取引法および東京証券取引所の適時開示規則に従って、
積極的に公平かつタイムリーな情報開示に努めます。

　情報開示の方法は、TDnetに開示後、速やかに当社ウェブサイトに掲載いた
します。　http://www.menicon.co.jp

個人投資家向けに定期的説明会を開催 　個人投資家向けの説明会につきまして、随時開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　決算説明会を半期に１回開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
　株主・投資家の皆様向けのサイトを当社ウェブサイト内に設け、四半期決算
情報をはじめ、IRに関する情報を開示いたします。

IRに関する部署（担当者）の設置 　専任部署として経営戦略室内に財務＆IR部を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社では経営理念の中で、顧客、社会、業界関係者、株主、社員の各ステークホルダー
の尊重について、謳っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社では「人にも動物にも環境にも優しい地球企業でありたい」をスローガンに掲げ、経
営努力により環境への負荷を減らすこと、環境に配慮した環境バイオ事業を推進するこ
と、動物医療により人間と動物が共存できる環境づくりに努めること、大切な水と酸素のた
めの森づくりを推進することに取組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社はＣＳＲ委員会を設置し、ステークホルダーに対して企業としての社会的責任を果
たすための取組みを強化しており、今後も投資者に対して会社情報の適時適切な開示を
積極的に行っていく方針であります。ステークホルダーの皆様への情報提供のため、ＣＳ
Ｒ報告書の発行をしております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（１）基本的な考え方

　当社は業務の適正を確保するために必要な体制（以下、「内部統制システム」という）を、１．当社ならびにその子会社からなる企業集団（以下
「当社グループ」という）が事業を適正かつ効率的に遂行するために、社内に構築され運用されるシステムおよびプロセスであり、事業目的達成の
ために積極的に活用すべきものであると認識しております。２．体制整備の目的は、(a)法令と倫理の遵守、(b)事業の有効性と効率性の確保、(c)
資産の保全、(d)財務報告の信頼性確保であると考えております。そして、３．当社の全ての役員・従業員は、この目的達成に必要な推進体制を、
自律性をもって構築運用すると共に、定期的に評価改善を行うことにより実効性の向上に努めるものとしております。

（２）整備状況

　当社における内部統制およびリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりであります。なお、これらについては、取締役会において、会社法
に基づく内部統制システムに関する基本方針として決議しております。

（内部統制システム）

Ａ 執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

イ．執行役が取締役会に報告すべき事項を取締役会規則等で定め、執行役が自ら取締役会で報告いたします。

ロ．監査委員会は執行役の業務執行状況を監査し、定期的に取締役会に報告いたします。

ハ．執行役が負うべき義務を執行役規則で明記し周知徹底を図ります。また執行役の任期を１年とすることで、執行体制の最適化に柔軟に対応で
きるようにいたします。

ニ．常勤取締役が執行上の重要な会議等に出席し、監督的視点から常に執行役の業務執行状況を把握し、必要に応じて助言などを行います。

Ｂ 執行役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

イ．文書管理に関する規程を整備し、執行役の職務執行に係る重要な文書などを特定するとともに、その保存期間や管理方法などを定め確実な
運用を行います。

Ｃ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．リスクに関する意識の浸透、早期発見およびリスク顕在化の未然防止、緊急事態発生時の対応方法を定めた規程、マニュアルを整備し、必要
に応じて教育訓練を実施いたします。

ロ．代表執行役をトップとする内部統制システムの統括組織（以下、「内部統制統括組織」という。）を設置し、経営に影響を与えるリスクをマネジメ
ントいたします。

Ｄ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．経営の監督機能(取締役会)と業務執行機能(執行役)を分離し、執行役への大幅な権限移譲を行うことで、業務執行のスピードを向上させま
す。

ロ．執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限などに関する規程を整備し、それらの明確化と周知徹底をします。

ハ．全執行役で構成する執行役会を定期的に開催し、効率性、有効性、妥当性などの検証を経て、業務執行に関する重要事項を決定いたしま
す。

Ｅ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

イ．従業員に、法令や社会規範の遵守および倫理観の高揚などの意識向上に必要な教育を行うとともに、内部統制システムに関する諸規程やマ
ニュアルなどを整備し周知徹底いたします。

ロ．内部監査部門による監査を通じて、内部統制システムの構築・運用状況を評価するとともに、問題の早期発見を図ります。

ハ．内部通報体制を作りその周知と的確な運用を徹底することで、コンプライアンスの実効性と業務の公正性の向上につなげます。

ニ．内部統制システム統括組織で、内部統制システムの構築・運用状況について定期的にマネジメントレビューを行い、取り組むべき課題を抽出
し、翌期の経営計画等に反映させることでシステムの改善並びにレベルの向上につなげます。

Ｆ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ．財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制システ
ムを構築、運用いたします。

ロ．金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」に準拠し、その有効性を評価いたします。

Ｇ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ．当社は子会社の管理に関する規程を定め、子会社の管理体制、ならびに子会社の取締役等の職務執行状況の報告体制を明確にし、運用を
徹底いたします。

ロ．当社は子会社の管理を担当する執行役を定め、各子会社が当該基本方針を踏まえたうえで、各子会社固有の事情（事業内容・規模・形態等）
を考慮し、適切な内部統制システムを構築、運用するよう監督することで、子会社の法令遵守や経営の適正性および効率性の向上、経営リスクの
管理を行います。

ハ．当社の内部統制統括組織は、当社グループの内部統制システムを統括管理し、その構築、運用状況を取締役会に報告いたします。

ニ．当社の監査委員会および内部監査部門が行う内部統制に関する監査は、子会社を監査対象に含めて行うことで、内部統制システムの構築、
運用状況を検証、評価いたします。

ホ．当社内部通報システムは、子会社もその対象に含め、これを周知徹底し、的確に運用することでその実効性を向上させます。

Ｈ 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、使用人の執行役からの独立性に関する事項

イ．監査委員会の職務を補助すべき使用人の指名および監査委員会の職務の補助に関する業務指示は監査委員会が行います。

ロ．監査委員会は補助使用人に対し直接指揮命令を行います。また補助使用人はその職務遂行の結果報告等を監査委員会に直接行うことで、
補助使用人の独立性及び指示の実効性の確保を行います。

ハ．補助使用人の人事考課・異動等の人事に関する事項の決定には、監査委員長の同意を得るようにいたします。

Ｉ 当社グループの取締役、執行役ならびに使用人等が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会への報告に関する体制、報告をし

たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．監査委員会に報告すべき事項を定めた規程を整備し、当社グループに周知徹底します。また監査委員会へ報告した者が、報告をしたことを理
由に不利益な取り扱いを受けない旨を明記し、報告者の保護並びに実効性の向上を図ります。

ロ．当社および子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告される体制を構築いたします。

Ｊ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査委員会、内部監査部門、会計監査人が相互に連携を図り、適切かつ効率的な監査業務を行います。

ロ．監査委員会は、取締役会および代表執行役と適宜会合を持ち、監査委員会の職務執行が効率的に行われるための相互認識を深めます。

ハ．監査委員の職務執行上必要な費用は、監査委員の決裁で使用、または前払い等を可能とし、決裁規程にその旨を定めます。

Ｋ 反社会的勢力との関係を排除するための体制

イ．反社会的勢力とは一切の関係を持たず、被害を未然に防止し、これらの勢力に対応するために、必要な規程、マニュアル等を整備し、専門家



による助言などを得ることで健全な会社運営に努めます。

ロ．反社会的勢力に適切に対応するため、社内で教育、予防訓練を行います。

（３）運用状況

　　当社では、上記方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当期における運用状況の概要は、以下のとお
りです。

A．執行役の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

各執行役は、取締役会に報告すべき事項を自ら取締役会で報告しており、常勤取締役は、業績検討会・執行役会等の重要な会議に出席し、監督
的視点から執行役の業務執行状況を把握・助言を行っております。執行役を対象とした勉強会を開催し、役員の義務と責任およびコンプライアン
ス意識を高めました。

B．執行役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

執行役の職務の執行に係わる文書が「文書管理規程」に定められており、確実に運用されています。

C．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

CSR委員会を開催し、リスクの調査分析とリスク対策の進捗報告を行いました。

当社製品の品質維持のため、品質マネジメントシステムのレビューを行いました。

当社主要拠点の耐震設計を調査し、最新の耐震基準を満たしていることを確認しました。

D．執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役の職務分掌、指揮命令系統、決裁権限等を執行役規則・決裁規程に規定し遵守しています。

全執行役で構成する執行役会を毎月開催し、業務執行に関する重要事項に関して有効性、効率性、妥当性などの事前調査と確認を経て、執行役
会で議論し決定しています。

E．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

従業員のコンプライアンス意識向上と法令等違反の防止を目的に新たに「倫理・コンプライアンス委員会」を設置し、来期コンプライアンス教育計
画を立案しました。

従来従業員に配布していた「コンプライアンスガイドブック」に替え、イントラネット上に「コンプライアンスガイド」を掲示して全従業員に閲覧させてい
ます。また、e-ラーニングシステムにより、個人情報保護・インサイダー取引防止・ハラスメント防止・公正競争などのコンプライアンス教育を実施し
ています。

監査部による内部監査、個人情報保護監査、自主点検、内部通報システムの運用により、問題の早期発見に努めています。

F．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務諸表に重要な影響を及ぼす業務プロセスごとに適切な財務報告を行うための体制を構築し、運用しております。さらに全社的な観点からも規
程類の整備等を通して内部統制の構築・運用を図っております。また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の評価及び監査基準」
に準拠し、内部統制システムが有効に整備され運用されているかについて評価を行い、会計監査人による監査を受けております。

G．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

国内子会社に対して、

イ．新たに子会社化した会社は、「当社の関係会社管理規程の遵守」を「内部統制システム整備の基本方針」に盛り込み、関連規程の整備を進め
ています。

ロ．子会社従業員のコンプライアンスの維持・向上を目的に、個人情報保護・インサイダー取引防止などの教育を実施させました。

ハ．子会社毎に定期的にリスクを報告させ、リスクに対する認識強化と改善を進めています。

海外子会社に対して、

①株主総会・取締役会への出席、関係会社管理規程の徹底、現地法人の社内規程の整備等を行いました。

②先期に抽出した主要な子会社毎のリスクに対して実施している対策を報告させました。

当社の内部監査部門および監査委員会が子会社の内部統制に関する監査も行っており、子会社の内部統制システムの構築、運用状況を検証、
評価しています。

H．I．J．監査委員会に関する体制

法令遵守体制等に影響を及ぼす事項について迅速に監査委員会に報告することを規程に定め、また報告者がそれを理由に不利益な取り扱いを
受けないことを明記し、報告者の保護と実効性の向上を図っています。

監査委員の職務執行上必要な費用について決裁規程に定めております。

監査委員会の職務を補助する使用人の指名、業務指示は監査委員会が行い、使用人の評価は監査委員長の同意を得ております。

当社および子会社の内部通報システムで通報された内容は、全て監査委員会に報告されています。

三様監査連絡会を四半期毎に開催することにより連携を図り、適切且つ効率的な監査業務を実施しています。

K．反社会的勢力との関係を排除するための体制

新規の取引開始前には、全て総務法務部による反社チェックを義務付けています。

反社会的勢力対応勉強会を実施し、管理者向けには不審者対応教育を実施しました。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）基本的な考え方

　会社が反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わることは、いかなる形であっても絶対にあってはならないと考えてお
ります。

　当社役職員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する
姿勢を示さねばならないとの方針です。

（２）整備状況

　反社会的勢力の被害を未然に防止するとともに、これらの勢力に対応するために、必要な規程、マニュアルなどを整備するとともに、専門家によ
る助言などを得ることで健全な会社運営に努めております。反社会的勢力に対応するため、社内で教育、予防訓練を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当該事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は投資者に適時、適切な会社情報の開示を行うため、以下の通り社内体制の整備と適時開示すべき情報の取り扱いを行っております。

(a) 発生事実に関する情報（子会社に係る情報を含む）

　重要事実（重大事故や災害など）が発生した場合については、情報管理責任者である各執行役もしくは社内の緊急連絡体制により、直ちに関係
本部から総務法務部長への通知を経て、情報取扱責任者へ報告がなされます。その後、証券取引所の適時開示規則に従い、関連する各部署と
の重要性および開示の必要性などの協議検討を経て執行役会または取締役会に対して具申され適時開示の決定がなされ、迅速な開示を行うよ
う努める方針です。ただし、緊急の場合は代表執行役が決定し、執行役会ならびに取締役会には事後報告いたします。

(b) 決定事実に関する情報（子会社に係る情報を含む）

　重要な決定事実については、当社は取締役会ならびに執行役会で決定を行っております。決定された重要事実について、証券取引所の適時開
示規則に従い、開示が必要かどうか情報取扱責任者を中心に関連する部署や委員会などと協議検討し、執行役会または取締役会による承認を
受けた後、迅速な開示を行うよう努める方針です。

(c) 決算に関する情報

　決算に関する情報としては通期決算、四半期決算と定義しております。これらの決算情報は主幹部署である経理部が決算財務数値を作成し、
併行して会計監査人による監査を受けた後、その内容について情報取扱責任者へ報告がなされます。その後、決算に関する承認を執行役会およ
び取締役会から受けた後、情報開示を行うよう努める方針です。

　いずれの情報開示の実行につきましても、情報取扱責任者が執行役会または取締役会承認後直ちに適時開示を実行していく考えであります。




